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研究成果の概要：医療の質評価の尺度として何らかの指標が設定されたときに、数値化される

治療成績などを改善しようとして、医師等の医療提供者側には行動の変容が起こるとされてい

る。質の評価は、改善に向けたそのような行動変容を期待して行われるものであるが、時とし

て指標を良くすることが目的化してしまい、患者に提供される医療の質の改善に繋がらないこ

とも懸念される。本研究では、そのような弊害を防ぐ方法として「臨床倫理」を病院医療にお

いて確立することの妥当性を、病院関係者や専門家を交えたグループディスカッションやイン

タビュー等によって検討した。特に、急性期医療に比べて臨床指標の議論が遅れている慢性期

の医療における問題点等を探った。また、個々の患者に提供される医療においては、「臨床倫理」

が適切に機能していることをどのような事柄によって確認できるのかを、病院医師を対象とし

た「臨床倫理」に関する研修会を実施するなどして、実用可能なものが開発できるかどうかに

ついても検討した。その結果、「臨床倫理」を確立することが臨床指標を使った医療の質改善の

前提として極めて重要であり、また個々の医療においてはインフォームド・コンセントを巡る

状況が、「臨床倫理」の適切さを反映しうる事項として有効ではないかと思われた。 
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１．研究開始当初の背景 
 病院医療における質評価の尺度として、近
年様々な臨床指標が提案されているが、主に

手術などの実施数や治療成績など、急性期医
療における質評価の手法についての議論が
中心となっている。そして、質評価のための
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指標として設定された内容によっては、例え
ば手術実績等を取り上げた場合、そのような
医療行為を必要以上に誘発することも考え
られ、医療提供側の行動変容を問題視しなけ
ればならない場面も想定される。 

このような懸念が現実化することのわか
りやすい例として、厚生労働省の診療報酬調
査専門組織のＤＰＣ評価分科会における議
論がある。同分科会では、新機能評価係数と
して「全身麻酔実施患者の割合」を採用する
かどうかについて議論されたが、それが導入
されると「全身麻酔適用外の患者にも全身麻
酔が行われる可能性がある」という懸念が、
医療提供者である診療側の委員から表明さ
れている。 

上記のように、臨床指標の明確化に伴う弊
害ともいえる側面についても今後は考えて
いく必要があるが、臨床指標の設定に際して、
診療現場において倫理的に妥当な医療が行
われるための仕組も合わせて確立していく
ことで、そのような弊害をある程度は防ぐこ
とができると考えられている。例えば英国で
は、手術や検査等の適応基準は院内の診療評
価に関わる委員会組織で検討し、危険な医療
行為などが過剰に行われることを未然に防
ぐ仕組みが工夫されているといわれている。 

急性期医療における臨床指標の設定とそ
れに伴う問題点などは、わが国においも医療
界を中心に多種多様な議論が交わされてお
り、とりわけどのような臨床指標が医療の質
を反映するのかについては、多くの研究者や
学会などにおいて検討されている。一方、わ
が国の慢性期医療においては、医療の質に関
する議論が活発に行われているとは言い難
く、臨床指標の設定とそれに伴う医療提供者
側の行動変容については、研究としての広が
りや深みに欠けている現状にある。 

最近になって、脳血管障害患者の後遺障害
に対する医療とケアの質評価として、在宅復
帰率や ADL（日常生活動作能力）の改善度な
どが使われるようになってきたが、やはり医
療やケアそのものの質改善ではなく、測定さ
れる指標の数値の改善が目的化する可能性
は否定できない。それをどうやって防ぐかは、
例えば診療報酬においては、重症度などの患
者構成を同時に測定し、その結果に基づいて
点数を傾斜配分するなどの方法が検討され
実施され、一部では既に制度として実施され
ている。しかし、医療費を支払う側である第
三者とは言えない組織が、実情を無視して数
値だけで判断したり、支払い金額を抑制する
ための手段として活用したりすることの危
険性があり、必ずしも医療の質改善だけを目
的にしない可能性も危惧される。 
以上のような現状認識に基づいて、本研究

は、このような臨床指標の設定によってもた
らされる弊害を防ぐために、どのような取り

組みが必要なのかを「臨床倫理」に焦点を当
てて検討することを計画した。特に、医療の
質改善が、病院組織が自らを律する「自律性」
が機能するような仕組みを内部に確立して
いかない限り、本当の意味での患者にとって
の医療とケアの質改善にはならない危険性
があることを、十分に吟味する必要があるこ
とを指摘していくことが重要と考えている。 
 
 
２．研究の目的 
 本研究は、慢性期の医療の質評価にはどの
ような要素が求められるのかを検討し、でき
れば具体的な指標を想定しながら、それに伴
う医療提供者側の行動変容を予測してみる
ことを試みる。そして、そのような行動変容
が生じることで、患者に不利益な現象が生じ
ないかどうかを考察し、それを防ぐための方
策についても議論を進めようとするもので
ある。 
 また一方で、急性期医療においては手術数
や治療成績など、数値化しやすい事項に偏っ
ている臨床指標について、医療本来の姿であ
る患者主体の医療をプロセスとして評価す
るための方法論について検討する。さらに、
アウトカム評価の最終的な指標である「患者
満足度」を、医療の質評価のための臨床指標
として活用可能なものとするための条件な
どについても議論する。 
 上記の研究目的を達成するために、最初に
「臨床倫理」に焦点を当ててみることにした
が、「臨床倫理」という用語自体が、わが国
ではまだ共通概念として確立しているとは
言い難い現状にある。そこで、専門家や研究
者へのインタビュー、あるいはグループディ
カッションを経て、まずは「臨床倫理」を明
確な概念としてとらえることから着手する
ことにした。 
 
 
３．研究の方法 
①専門家へのインタビュー 
 臨床倫理、特に慢性期医療における臨床倫
理の概念について、複数の専門家に直接イン
タビューを行なって、概念整理のための調査
を試みた。研究者によってとらえ方が異なる
「臨床倫理」を多角的に理解するため、組織
倫理、ケアの倫理、あるいは生命倫理などと
の関係を整理しながら、その結果を活用して、
グループディスカッションの検討資料とし
て利用した。 
 
②グループディスカッション 
 慢性期医療におけるケアの質評価、および
高齢者医療での臨床倫理の確立に関して、大
学の研究者、医療現場の管理職、療養病床を
主として有する病院の開設者、および日本医



 

 

療機能評価機構の評価調査者等を交えたグ
ループディスカッションを行なった。グルー
プディスカッションに参加した日本医療機
能評価機構の評価調査者（サーベイヤ）は、
長期療養型病院のサーベイ経験が豊富な者
とし、大学の研究者からケアの質評価の具体
的な方法論を学んだ後に、臨床倫理の観点か
ら問題点などの議論を行なった。また、診療
報酬改定において、療養病床における入院患
者の支払額に、個々の患者の ADL と医療必
要度に着目した区分が導入されることが明
らかとなったので、それについても制度導入
に伴う弊害に関する検討も試みた。 
 
③先進的な取り組みの事例調査 
 医療施設連携では、相互に患者を紹介する
ことを通じて、その病院の日頃の医療やケア
の水準を把握できることが多い。特に、医療
施設連携が相互の機能を補うあう関係で行
なわれているのが一般的であるので、紹介相
手の医療提供機能の把握が前提となる。その
ような背景もあり、病院の医療の質評価につ
いて、臨床指標とは異なるアプローチを探る
ために医療施設連携に着目して、その先進的
な取り組み事例について調査した。 
 
④臨床医によるグループワーク 
 臨床指標が明確化され、それが適切に機能
するためには、病院医療において「臨床倫理」
の確立していることが重要になる。臨床倫理
に関しては、医療現場においてはその考え方
がまだ十分に普及しておらず、臨床医による
適切な理解と協力が課題となっている。そこ
で、日常診療における倫理性の問題について、
具体的な事例を題材とした臨床医向けの研
修会を行って、「臨床倫理」に対する医師た
ちの考え方などを探った。またその結果を踏
まえながら、臨床倫理の観点からインフォー
ムド・コンセントの在り方が非常に重要であ
ることから、「説明と同意」に関する考え方
などをテーマとする臨床医によるグループ
ワークも実施した。 
 
 
４．研究成果 
①専門家へのインタビュー 

臨床倫理、組織倫理、終末期医療における
生命倫理など、それぞれを専門とする研究者
3 名にインタビューして、医療における倫理
性の問題に関する概念の整理を試みた。その
結果、図 1 に示すような概念図（最終頁）に
よって、医療を巡る倫理性に関わる問題を整
理できる可能性があることの示唆を得た。ま
た、病院組織における「組織倫理」の確立が、
個々の医療における倫理性の確保に繋がる
可能性があることが考えられたが、医療機関
での「組織倫理」の課題に関しては、まだ看

護組織など一部においてのみ研究対象にな
っており、概念の定着には今しばらくの時間
を要するものと思われた。 
 
②グループディスカッション 
 慢性期における医療とケアの質確保につ
いて、どのような指標を設定しうるのか、大
学の研究者、長期療養型医療施設の開設者・
管理者、および病院機能評価のサーベイヤー
経験者、合計 9 名によるグループディスカッ
ションを実施した。まず最初に、大学の研究
者から、海外で利用されている慢性期のケア
の質、特に高齢者の長期ケアに関わる質評価
のための手法について、ＭＤＳと呼ばれるデ
ータセットにより、入院患者の病状変化の予
測値と実際の病状を数値化して、その乖離に
着目した具体的な評価手法の紹介があった。
それに基づいて、わが国への適用の可能性と
運用に伴う問題点などの議論を行った。 

その結果、わが国では上記のようなデータ
セットに基づく医療とケアの質評価は、少な
くとも慢性期医療では、個々の病院における
医療情報関連の基盤整備が立ち遅れている
ことを考えると、現段階ではそのまま導入す
るのは難しいことが指摘された。したがって、
このような手法に関しての倫理的な側面か
らの検討も、まだ時期尚早であることが議論
されたが、診療報酬制度において、入院患者
の ADL と医療必要度に着目して、医療機関
への支払い額を増減することが行われよう
としていることについて意見の交換があっ
た。平成 18 年度の診療報酬改定によってこ
の仕組みが導入されたが、ADL や医療必要度
が改善すれば支払額が減るので、医療とケア
の質改善につながらない可能性があり、倫理
面での課題が早晩問題になる可能性が高い
ことで参加者の見解が一致した。そして、そ
のようなケアの質低下を防ぐには、多職種に
よるケアカンファレンスなどを行うことが
有効ではないかとの意見が強かった。 
 
③先進的な取り組みの事例調査 
 医療の質評価のための尺度として、さまざ
まな臨床指標が提案されているが、病院総体
としての質の評価が可能なのかどうかを検
討した。研究者の間では、「患者満足度」が
それを反映する指標となる可能性の高いこ
とが指摘されているが、医療の専門家ではな
い患者が、接遇などの表面的なサービスの印
象によってのみ評価してしまう危険性など
も主張されている。そこで、個々の医療の内
容についてではなく、病院の総体としての質
の評価について、医療の専門家同士がそれぞ
れの施設を評価する方法の一つとして、医療
施設連携に関わる状況を活用して評価でき
ないかどうかの検討を試みた。 
 事例として医療連携に先進的に取り組ん



 

 

でいる病院を取り上げることとし、九州地方
に所在する中小病院のケーススタディを行
った。当該病院は、稼働病床数が 100 床余り
の中小規模の病院であるが、医療連携のため
のスタッフとして、看護師 5 名、MSW2 名、
事務職員 3 名の計 10 名も配置しており、退
院・転院の調整や福祉施設とも連携して入所
等の調整業務を行っている。このような豊富
なスタッフを配置しながら、患者紹介等をは
じめとした医療連携へのきめの細かい対応
を通じて、連携先の病院や施設の機能レベル
を良く把握しており、そのような情報に基づ
いて患者の病状に合った適切な紹介先を選
択している。よって、医療連携に関わる状況
を何らかの形で表現することにより、医療施
設の総体としての質評価の可能性があるこ
とが示唆された。 
 
④臨床医によるグループワーク 
 臨床倫理に関する問題が、医療現場の臨床
医にどのように受けとめられているのか、具
体的な事例の検討を通じて議論した。また、
医療現場における倫理性の大きな課題でも
ある「説明と同意」、いわゆるインフォーム
ド・コンセントに関する臨床医向けのワーク
ショップを開催して、「説明と同意」の適切
な実施と「臨床倫理」の確立との関係につい
ての整理を試みた。 
 まず、臨床倫理に関する事例検討であるが、
高齢者の終末期医療を想定した事例を紹介
して、参加者で相互にディスカッションを行
った。その過程において、臨床倫理について
検討した結果が、必ずしも一つの正解にたど
りつくものでないことに対して、臨床医の間
には相当な戸惑いがあった。医学的な正解が
明快である場合でも、それを社会活動の一つ
である医療として行うには、当然のことなが
ら社会的な合意形成が必要である。そして、
その合意の内容も社会のありようによって
変わるものである可能性があるが、そのよう
な考え方が自体が、臨床医が受けてきた今ま
での医学教育の延長線上では理解しにくい
ように思われた。 
 以上より、臨床倫理に関する個々の事例検
討では、病院医療における臨床倫理の確立に
向けてアプローチするのは難しいと感じら
れたので、医療における倫理的課題の分かり
やすい事項として、「説明と同意」に関する
問題を取り上げることにした。具体的には、
臨床医を対象にインフォームド・コンセント
の適切なあり方に関するワークショップを
計画し、合計 50 人の臨床医を対象に 1 日間
のワークショップを 3回実施した。その中で、
適切なインフォームド・コンセントに必要な
事項について検討するとともに、現在用いて
いる手術などの説明書の見直し作業にも取
り組んでもらった。その結果、「説明と同意」

の過程を通じて患者参加を促す視点から、現
在使用している説明書などは見直す必要が
あり、また患者の理解の程度がわかるような
仕組みも必要であることが指摘された。さら
に、参加者を対象に行ったアンケートの結果、
現在の臨床現場の状況から、個々の患者に対
して十分な説明を行うだけの余裕がないこ
とも、改めて臨床医の側から強く訴える声が
多かった。 
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